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 指定訪問看護事業所 

 「訪問看護事業所 ハートフル龍ヶ崎」  

重要事項説明書（介護・医療）  
 

 

 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定看護サービスを提供します。事業所の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定

された方、医療保険の方が対象となります。 
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１．事業者 

（１）法人名     株式会社ボンボヤージュ 

（２）法人所在地   茨城県取手市下萱場 183-1 

（３）連絡先     ＴＥＬ 0297-63-3111 

ＦＡＸ 0297-63-3122 

（４）代表者氏名     代表取締役 吉田兼重 

（５）設立年月       平成 28年 8月 19日

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

茨城県知事指定 第 0860890136号 
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２．事業所の概要 

（１）事業の目的       訪問看護事業所 ハートフル龍ヶ崎が行う指定訪問看護

の事業の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営

に関する事項を定め、事業所の看護師、准看護師等が、要

介護状態にある高齢者に対し、適切な指定訪問看護を提供

することを目的とする。 

（２）事業所の名称     訪問看護事業所 ハートフル龍ヶ崎 

（３）事業所の所在地    茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘 3-1-13  

  中央ビル 102 号室 

（４）連絡先        ＴＥＬ 0297-63-2615 

      ＦＡＸ 0297-63-2614 

（５）事業所長(管理者)氏名 管理者 沼尻 佳奈美 

（６）事業所の運営方針    訪問看護員等は、要介護状態にある高齢者の心身の特性

を踏まえ、その有する能力に応じ日常生活を営むことがで

きるよう、医師の指示により、入浴、排泄、食事の指導、

や介助、その他療養生活全般にわたる援助を行う。 

               事業の実施にあたっては、関係行政組織、地域の保険・

医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサー

ビスの提供に努めるものとする。 

（７）開設年月日      令和６年８月１日 

 

３．職員の体制 

 当事業所では、ご利用者に対して指定訪問看護サービスを提供する職員として、以下の職

種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

令和６年８月１日現在 

職 種 人数 勤務形態 

事業所長(管理者) １人 看護師 常勤兼務１名 

看護員 ２２人 

看護師 常勤 ６名（管理者兼任を含む） 

    非常勤 １０名 

准看護師 常勤 ４名 

    非常勤 ２名 
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４．事業実施地域及び営業時間 

通常の事業の実施地域 
取手市・龍ヶ崎市・千葉県柏市・東京都葛飾

区 

営業日 月～金、祝日 

営業時間 9：00～18：00 

サービス提供日 サービス提供時間 365日 24時間とする 

 

５．当事業所が提供するサービス内容 

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて以下の２つがあります。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

   （介護保険の給付の対象となるサービス） 

（２）利用料金の全額をご利用者に負担いただく場合 

   （介護保険の給付の対象とならないサービス） 

 

（１）介護・医療保険給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割または 8割もしくは７割）

が介護・医療保険から給付されます。  

＜サービスの概要＞ 

看護内容 
状態の観察・療養上の世話・創処置・清潔援助・入浴、排泄援

助、食事介助、服薬管理、指導 
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６．当事業所が提供するサービス料金 

 【介護保険】 （令和６年８月１日現在） 

〈保険単位と基本利用料〉地域区分単価 １単位＝10.70円｟龍ヶ崎市 5等級｠ 

 ＊負担額の計算方法・・・報酬単位×地域区分単価（10.70）=A（小数点以下切り捨て） 

              A × 0.9（1割負担の場合）＝B 

               A - B = 利用者負担額 

 

《要介護》1割または所得に応じて 2割、3割負担となります。 
 単位数 

8時〜18時 

A費用額 

（10割） 

B利用者負担額 

1割 2 割 3割 

訪問看護Ⅰ１ 

（20分未満） 

314単位 3,359円 335円 671 円 1,007円 

訪問看護Ⅰ２ 

（30分未満） 

471単位 5,039円 503円 1,007 円 1,511円 

訪問看護Ⅰ３ 

（30分以上 60分未満） 

823単位 8,806円 880円 1,761 円 2,641円 

訪問看護Ⅰ４ 

（60分以上 90分未満） 

1,128単位 12,069 円 1,206円 2,413 円 3,620円 

※訪問看護Ⅰ５ 

（１回 20分未満） 

294単位 3,145円 314円 629 円 943円 

※機能訓練士（理学療法、作業療法、言語療法）による訪問の場合のみ 

機能訓練士の訪問回数が訪問看護師の訪問回数を超えている場合 -8単位/回 

 

《要支援》1割または所得に応じて 2割、3割負担となります。 
 単位数 

8時〜18時 

A費用額 

（10割） 

B利用者負担額 

1割 2 割 3割 

予防訪問看護Ⅰ１ 

（20分未満） 

303単位 3,242円 324円 648 円 972円 

予防訪問看護Ⅰ２ 

（30分未満） 

451単位 4,825円 482円 965円 1,447円 

予防訪問看護Ⅰ３ 

（30分以上 60分未満） 

794単位 8,495円 849円 1,699円 2,548円 

予防訪問看護Ⅰ４ 

（60分以上 90分未満） 

1,090単位 11,663 円 1,166円 2,332円 3,498円 

※予防訪問看護Ⅰ５ 

（１回 20分未満） 

284単位 3,038円 303円 607円 911円 

※機能訓練士（理学療法、作業療法、言語療法）による訪問の場合のみ 

 機能訓練士の訪問回数が訪問看護師の訪問回数を超えている場合 -8単位/回 
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●時間外の訪問の場合 

 夜間（18:00〜22:00）または早朝（6:00〜8:00）の場合   上記単位数の 25％増 

 深夜（22:00〜6:00）の場合                上記単位数の 50％増 

〈加算項目〉病状によって下記料金が加算されます。 

 単位数 費用額 

（10割） 

利用者負担額 

1割 2割 3割 

※特別管理加算 （Ⅰ）500単位/

月 

5,350円 535円 1,070円 1,605円 

（Ⅱ）250単位/

月 

2,675円 268円 536円 804円 

ターミナルケア加算 2,000単位/月 21,400円 2,140円 4,280円 6,420円 

複数名訪問加算Ⅰ 

（30分未満） 

254単位/回 2,717円 272円 544円 816円 

複数名訪問加算Ⅰ 

（30分以上） 

402単位/回 4,301円 431円 862円 1,293円 

複数名訪問加算Ⅱ 

（30分未満） 

201単位/回 2,150円 215円 430円 645円 

複数名訪問加算Ⅱ 

（30分以上） 

317単位/回 3,391円 340円 680円 1,020円 

長時間訪問看護加算 300単位/日 3,210円 321円 642円 963円 

初回加算 300単位 3,210円 321円 642円 963円 

退院時共同指導加算 600単位 6,420円 642円 1,284円 1,926円 

緊急時訪問看護加算 574単位/月 6,141円 615円 1,230円 1,845円 

看護・介護職員連携 

強化加算 

250単位/月 2,675円 268円 536円 804円 

看護体制強化加算Ⅰ 550単位/月 5,885円 589円 1,178円 1,767円 

看護体制強化加算Ⅱ 200単位/月 2,140円 214円 428円 642円 

専門管理加算 250単位/月 2,675円 268円 536円 804円 

遠隔死亡診断補助加算 150単位/月 1,605円 160円 321円 481円 

口腔連携強化加算 50単位/回 535円 53円 107円 160円 
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※特別管理加算に該当する要件 

特別管理加算（Ⅰ） 

 以下のいずれかに該当する利用者 

⚫ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理 

⚫ 在宅気管切開患者指導管理 

⚫ 気管カニューレの使用 

⚫ 留置カテーテルの使用 

特別管理加算（Ⅱ） 

 以下のいずれかに該当する利用者 

⚫ 在宅自己腹膜灌流指導管理 

⚫ 在宅血液透析指導管理 

⚫ 在宅酸素療法指導管理 

⚫ 在宅中心静脈栄養法指導管理 

⚫ 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 

⚫ 在宅自己導尿指導管理 

⚫ 在宅持続陽圧呼吸法指導管理 

⚫ 在宅自己疼痛管理指導管理 

⚫ 在宅肺高血圧症患者指導管理 

⚫ 人工肛門、人工膀胱の設置 

⚫ 真皮を越える褥瘡 

⚫ 週 3 日以上の点滴注射 

 

 

〈加算説明〉 

加算名称 説明 

※特別管理加算 特別な管理を必要とする利用者に対して、サービスの実施にあたり

計画的な管理を行う場合 

ターミナルケア加算 在宅で死亡した利用者に対して、死亡日および死亡日前 14日以内

に 2日以上ターミナルケアを実施した場合 

複数名訪問加算Ⅰ 

（30分未満） 

複数の看護師等が同時に訪問看護を行なった場合 

複数名訪問加算Ⅰ 

（30分以上） 

複数名訪問加算Ⅱ 

（30分未満） 

看護師等が看護補助者と同時に訪問看護を行なった場合 

複数名訪問加算Ⅱ 

（30分以上） 
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長時間訪問看護加算 特別な管理を必要とする利用者に対して 

１時間 30分以上の訪問看護を行なった場合 

初回加算 新規利用時、または過去２ヶ月間に利用がなく、訪問看護計画書を

作成した場合 

退院時共同指導加算 病院等に入院入所している者が退院退所するにあたり、療養上必要

な退院時共同指導を行なった場合 

緊急時訪問看護加算 事業所が利用者の同意を得て、24時間連絡体制と必要に応じて緊急

訪問を行う体制にある場合 

看護・介護職員連携 

強化加算 

 訪問介護員等に対し、痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び

緊急時の対応について助言を行い、訪問介護員等に同行し業務の実

施状況を確認した場合。又は安全なサービス体制整備や連携体制の

確保のための会議に出席した場合 

看護体制強化加算Ⅰ ① 前 6ヶ月間利用者総数のうち、緊急訪問看護加算の割合が 50％

を超える状況 

② 前 6ヶ月間利用者総数のうち、特別管理加算の割合が 30％を超

える状況 

③ 前 12ヶ月間においてターミナルケア加算の人数が 5名以上であ

る状況 

①②③のすべての条件を満たす場合 

看護体制強化加算Ⅱ ① 前 6ヶ月間利用者総数のうち、緊急訪問看護加算の割合が 50％

を超える状況 

② 前 6ヶ月間利用者総数のうち、特別管理加算の割合が 30％を超

える状況 

③ 前12ヶ月間においてターミナルケア加算の人数が 1名以上であ

る状況 

① 又は②の条件を満たし、③の条件を満たす場合 

 

◼ 介護保険にて訪問看護の対象者 

◆ 65歳以上の方（第 1号被保険者）要支援・要介護と認定をされた方 

◆ 40歳以上 65歳未満の方（第 2号被保険者） 

 16 特定疾病疾患の対象者で要支援・要介護の認定をされた方 

 16 特定疾患 

① がん末期 

② 関節リウマチ 

③ 筋萎縮性側索硬化症 

④ 後十字靭帯骨化症 

⑤ 骨折を伴う骨粗鬆症 

⑥ 初老期における認知症 

⑦ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病 

※パーキンソン病は下記に該当する場合、医療保険適応となります 

 ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上にあり、生活機能障害度が 

Ⅱ度以上又はⅢ度の場合 

⑧ 骨髄小脳変性症 

⑨ 脊柱管狭窄症 
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⑩ 早老症 

⑪ 多系統萎縮症 

⑫ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 

⑬ 脳血管疾患 

⑭ 閉塞性動脈硬化症 

⑮ 慢性閉塞性肺疾患 

⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 
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【医療保険】 （令和６年８月１日） 

〈基本利用料金明細〉 

  料金 利用者負担額 

1割 2割 3割 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

（１日につき） 
週３日目まで 5,550 円 560 円 1,110 円 1,670円 

週４日目以降 

（看護時の場合） 

6,550 円 660 円 1,310 円 1,970円 

週４日目以降 

（機能訓練士の場合） 

5,550 円 560 円 1,110 円 1,670円 

訪問看護基本療養費Ⅱ 

（１日につき） 

（同一建物住居者） 

週３日目まで 5,550 円 560 円 1,110 円 1,670円 

週４日目以降 

（看護師の場合） 

6,550 円 660 円 1,310 円 1,970円 

週４日目以降 

（機能訓練士の場合） 

5,550 円 560 円 1,110 円 1,670円 

訪問看護基本療養費Ⅲ 
（在宅療養に備えた外泊

時） 

入院中に１回 
厚生労働大臣が定める疾病等

の場合は入院中に２回 

8,500 円 850 円 1,700 円 2,550円 

精神科 

訪問看護基本療養費Ⅰ 
週３日目まで 30分未満 4,250 円 430 円 850 円 1,280円 

週３日目まで 30分以上 5,550 円 560 円 1,110 円 1,670円 

週４日目以降 30分未満 5,100 円 510 円 1,020 円 1,530円 

週４日目以降 30分以上 6,550 円 660 円 1,310 円 1,970円 

乳幼児加算（6歳未満） 1,500 円 150 円 300 円 450円 

複数名訪問看護加算 

（看護師）（週１回、１日につき） 

4,500 円 450 円 900 円 1,350円 

難病等複数回訪問加算 

（週４日以上訪問できる方） 

１日２回 4,500 円 450 円 900 円 1,350円 

１日３回以上 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400円 

早朝・夜間加算（6時〜8 時・18時〜22時） 2,100 円 210 円 420 円 630円 

深夜加算（22 時〜6時） 4,200 円 420 円 840 円 1,260円 

訪問看護管理療養費 

（１日につき） 

月の初日 7,440 円 740 円 1,490 円 2,230円 

２ 日 目

以降 

管理療養費 1 3,000 円 300 円 600 円 900円 

管理療養費２ 2,500 円 250 円 500 円 750円 

機能強化型 

訪問看護管理療養費 1 

月の初日 12,830円 1,283 円 2,566 円 3,849円 

機能強化型 

訪問看護管理療養費 2 

月の初日 10,030円 1,003 円 2,006 円 3,009円 

機能強化型 

訪問看護管理療養費 3 

月の初日 8,470 円 847 円 1,694 円 2,541円 

 

〈加算項目〉病状に応じて下記料金が加算されます。 

 料金 利用者負担額 

1割 2割 3割 

長時間訪問看護加算（週１回） 
※15 歳未満の超重症児または準超重症児は週 3 回まで 

5,200 円 520円 1,040 円 1,560円 

緊急時訪問看護加算 月 14日目まで 2,650 円 270円 530円 800円 

月 15日目以降 2,000 円 200円 400 円 600円 

特別管理加算 

（月１回） 

利用者の状態によりⅠまたはⅡ Ⅰ5,000円 500円 1000 円 1,500円 

Ⅱ2,500円 250円 500 円 750円 

退院時共同指導加算（月１回） 8,000 円 800円 1,600 円 2,400円 
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※利用者の状態に応じ月２回まで 

特別管理指導加算 2,000 円 200円 400 円 600円 

退院支援指導加算（週４日以上訪問できる方） 6,000 円 600円 1,200 円 1,800円 

在宅患者連携指導加算（月１回） 3,000 円 300円 600 円 900円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 

（月２回まで） 

2,000 円 200円 400 円 600円 

ターミナルケア療養費 25,000 円 2,500 円 5,000 円 7,500円 

乳幼児加算 別に厚生労働大臣が定

める者に該当する場合 

1,800 円 180円 360 円 580円 

上記以外の場合 1,300 円 130円 260 円 390円 

訪問看護医療 DX情報活用加算（月１回） 50円 5円 10円 15円 

 

〈利用者のご希望により契約された場合は下記の料金が加算されます〉 

 料金 利用者負担額 

1割 2割 3割 

24 時間対応体制加算

（月１回） 

加算Ⅰ 6,800 円 680円 1,360 円 2040円 

加算Ⅱ 6,520 円 652円 1,304 円 1,956円 

情報提供療養費（月１回） 1,500 円 150円 300 円 450円 

 

◼ 医療保険にて訪問看護の対象者 

◆ 40歳未満の方 

◆ 40歳以上 65歳未満の方 

条件：16特定疾病の該当者ではない方 

   介護保険 第 2号被保険者ではない方 

◆ 65歳以上の方 

条件：要支援・要介護に該当しない方 

   介護保険証をお持ちでない方 

◆ 要支援・要介護の認定を受けた方 

条件：厚生労働大臣が定める疾病等（別表第 7）に該当の方 

   精神科訪問看護が必要な方（認知症は除く） 

   病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方 

 

 厚生労働大臣が定める疾病等（別表第 7） 

① 末期の悪性腫瘍 

② 多発性硬化症 

③ 重症筋無力症 

④ スモン 

⑤ 筋萎縮性側索硬化症 

⑥ 脊髄小脳変性症 

⑦ ハンチントン病 

⑧ 進行性筋ジストロフィー症 

⑨ パーキンソン病 

（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上にあり、生活機能障害度が 
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Ⅱ度以上又はⅢ度の場合） 

       進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症 

⑩ 多系統萎縮症 

（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群） 

⑪ プリオン病 

⑫ 亜急性硬化性全脳炎 

⑬ ライソゾーム病 

⑭ 副腎白質ジストロフィー 

⑮ 脊髄性筋萎縮症 

⑯ 球髄性筋萎縮症 

⑰ 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 

⑱ 後天性免疫不全症候群 

⑲ 頸髄損傷 

⑳ 人工呼吸器を使用している状態 

（夜間無呼吸のマスク換気は除く） 

 

※特別管理加算に該当する要件 

特別管理加算（Ⅰ） 

 以下のいずれかに該当する利用者 

⚫ 在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 気管カニューレの使用 

⚫ 留置カテーテルの使用 

特別管理加算（Ⅱ） 

 以下のいずれかに該当する利用者 

⚫ 在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅持続陽圧呼吸法指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 

⚫ 人工肛門又は人工膀胱の設置している状態にある者 

⚫ 真皮を越える褥瘡の状態にある者 

⚫ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 

 

上記、厚生労働大臣が定める疾病等（別表第 7）もしくは特別管理加算（別表第 8）に該当する方は

週４日以上かつ、1日２〜３回の難病等複数回訪問看護を利用できる。 
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【保険適用外料金】 

エンゼルケア等の死後の処置 20,000 円 

衛生材料費 各材料料金 

衛生材料は原則、利用者様でご用意ください。 

当ステーションでもご用意する場合は実費請求となります。 

 

利用料金 

介護保険を利用する場合は、原則として利用料の１割または 2 割もしくは３

割が自己負担額となります。但し介護保険の給付限度額を超えた部分にかか

るサービスは全額自己負担額となります。 

※利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払

いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、申請することで自己負担額を除く

金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

 

（２）利用料金のお支払い方法（契約書第８条参照） 

・前記の料金・費用は、１ヶ月分をまとめて請求させていただきます。 

・方 法：金融機関口座からの自動振替システム。 

・支払日：当該月の翌月２６日に振替口座より引き落とさせていただきます。 

 

（３）利用の中止、変更、追加（契約書第９条参照） 

 ☆ 利用予定日の前に、ご利用者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止又は変更

の場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。 

☆ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご利用者の体調

不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日の利用料金の１００％ 

（自己負担相当額） 

☆ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護員の稼動状況により利用者の

希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して

協議します。 

 

７．サービス利用にあたっての留意事項  

（１）サービス提供を行う訪問看護員 

サービスの提供にあたっては、複数の訪問看護員が交代してサービスを提供します。 

 

 

（２）訪問看護員の交代（契約書第６条参照） 

  ①ご利用者からの交代の申し出 

選任された訪問看護員の交代を希望する場合には、当該訪問看護員が業務上不適当

と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看
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護員の交代を申し出ることができます。ただし、ご利用者から特定の訪問看護員の指

定はできません。 

②事業者からの訪問看護員の交代 

事業者の都合により、訪問看護員を交代することがあります。訪問看護員を交代す

る場合は利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十

分に配慮するものとします。 

 

（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

利用者は「５当事業所が提供するサービス～」で定められたサービス以外の業務を

事業者に依頼することはできません。 

②訪問看護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。 

但し、事業者は訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配

慮するものとします。 

 

③備品等の使用 

訪問看護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で

使用させていただきます。訪問看護員が事業所等に連絡する場合の電話等も使用させ

ていただきます。 

 

 

（４）訪問看護員の禁止行為（契約書第１４条参照） 

訪問看護員は、ご利用者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する

行為は行いません。 

①ご利用者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

②ご利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

③飲酒及び喫煙 

④ご利用者もしくはその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動 

⑤その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

①は抜いてあります 

（５）事故発生時の対応（契約書第１７条参照） 

   事業所は、利用者に対する介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、 

   区市町村への連絡及び報告するとともに、すみやかに必要な処置を講じます。 

   損害賠償等に関しては利用契約書第２６条に基づき対処するものとする。 
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８．苦情の受付について（契約書第２４条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

   当事業所における苦情やご相談は全職員が受付けますが、苦情受付け窓口も設けてあ

ります。 

 

    

 

 

 

 

 

（２）行政機関、その他苦情受付機関 

龍ケ崎市役所介護保険課 茨城県龍ケ崎市 3710 番地 TEL: 0297-64-1111 

取手市役所高齢福祉課 取手市寺田 5139 TEL: 0297-74-2141 

柏市保健福祉高齢者支援課 千葉県柏市柏 5 丁目 10-1 TEL:047-168-1996 

葛飾区役所 東京都葛飾区立石 5 丁目 13-1 TEL:03-3695-1111 

茨城県福祉部長寿課 

介護保険指導・監査グループ 
茨城県水戸市笠原町 978 番 6 TEL:029-301-3343 

 

９. 緊急時連絡先 

 サービス提供に当たり、事故、体調の変化、病状の急変等が生じた場合はご家族、主治医、

救急医療機関、居宅介護支援事業所等へ連絡します。 

医療機関 名称  

 

主治医名  

連絡先  

 

緊急連絡先 氏名（続柄） 電話番号 住所 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

☆苦情受付窓口（担当者） 

受付日時 月～金 9：00～18：00 

TEL 080-8434-2894 

沼尻 佳奈美（管理者） 
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(令和６年８月１日作成) 

 

指定訪問看護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

令和  年  月  日 

 

所在地    茨城県取手市下萱場 183-1 

 

事業者名   株式会社ボンボヤージュ 

 

事業所所在地 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘 3-1-13 

              中央ビル 102号室 

 

事業所名   訪問看護事業所 ハートフル龍ヶ崎       ㊞ 

 

説明者氏名                    

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問看護サービスの提供

開始に同意し、交付を受けました。 

  

 

 

令和   年   月   日 

 

利用契約者 

 

住 所                                   

 

氏 名                  ○印    

 

    代筆者 

 

      住 所                              

 

氏 名                ○印    

 

続柄                     

 


